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地域公共交通計画
本体の策定
【全体会議】

地域編の策定
【地域別部会】

計画に基づく取組の実施

資料１－３

➢ 計画策定後も事業内容や地域編の更新（各地域における公共交通のあり方や品質保証の具体化に向けた検討等）を
行い、R6年度末に計画の改定を行う予定

今後のスケジュールについて

★
6月12日
全体会議
(第７回)

計画決定・
公表（予定）

内容の更新検討（例：事業内容の見直し、充実等）

★
３月下旬
全体会議
(第８回)

計画改定
（予定）

※既存会議体で議論している木曽地域及び南信州地域については、個別に進め方を調整

ダイヤ・便数等の品質保証の
具体化に向けた調整や取組の実施

地域における公共交通のあり方に係る議論を地域別部会で実施
・拠点や目的施設の設定
・拠点や目的施設への接続（ダイヤ・便数等の品質保証に向けた議論も併せて実施）

※地域別部会の開催時期・頻度は各地域ごとに決定

※必要に応じて作業部会を開催

地域別部会ごとに
整理できた内容を反映

地域における公共交通のあり方に係る議論が終了した地域は、順次ダイヤ・便数等の品質保証
の具体化に向けた調整や取組を実施


